
1.クーリングオフについて
この共済は、当組合の組合員である事業者を共済契約者とする共済契約のため､クーリングオフの対象
とはなりません。
2.告知義務について
ご契約者には､ご契約時に危険に関する重要な事項のうち､共済契約申込書の記載事項とすること
によって当組合が告知を求めた事項について、当組合に事実を正確に告知していただく義務(告
知義務)があります。申込書記載事項と事実が違っている場合には、ご契約が解除され、共済金
がお支払いできないことがあります。
3.責任期間について
この共済契約に基づく責任期間は、共済期間内において被共済者が技能実習等の目的をもって国
籍国等からの出国手続を終了してから、日本国における技能実習等を受けた後、国籍国等への帰国
手続を終了するまでとなります。ただし、被共済者の国籍国等への帰国手続が帰国予定日の午後12
時においても終了していない場合は、責任期間は帰国予定日の午後12時をもって終わります。
4.共済金をお支払いできない主な場合
｢契約概要｣の｢３.共済金をお支払いできない主な場合」及び普通共済約款の「共済金を支払わな
い場合」の項目をご確認ください。
5.共済掛金の払込猶予期間と共済契約の失効について
共済掛金請求書記載の払込期日の属する月の翌々月末日までを、共済掛金の払込猶予期間とし
ます。猶予期間内に未納共済掛金が払い込まれない場合には、共済契約は猶予期間の満了の日
の翌日から効力を失います。
6.共済契約の解約について
共済契約を共済期間の中途で解約される場合には、当組合または取扱代理店まで、ご連絡くだ
さい。解約時の解約返戻金については、「契約概要」の｢8.解約返戻金について」の項目をご
確認ください。
7.共済契約内容の変更について
当組合は、共済事業運営の維持及び継続のために特に必要と認めたときは、将来に向かって

共済契約内容の変更を行うことがあります。この場合には、共済契約者あてに発する書面に
より共済契約の変更内容をご案内します。
8.破綻した場合の取扱いについて
当組合が破綻した場合でも損害保険契約者保護機構または生命保険契約者保護機構の行う資
金援助等の措置はありません｡当組合は、再共済契約を締結することや、補償内容の定期的
な見直しを実施することにより、共済金のお支払いを確保するための措置を講じております。
9.事故が起きた場合について
（1）この共済で補償される事故が発生した場合には、直ちに取扱代理店または当組合にご連

絡ください。
（2）共済金のご請求にあたっては、普通共済約款に定める書類のほか､以下の書類または証

拠をご提出いただく場合があります。
①交通事故証明書等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
②レントゲン・MRIなどの傷害または疾病の程度を証明する書類または証拠
③領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じた物の写真及び見
積書等の修理等に要する費用を確認できる書類または証拠
④他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、当組合が支払うべき共
済金の額を算出するための書類または証拠

（3）共済金の請求権には､時効(3年)がありますので注意ください。
（4）日本国内での日常生活において、第三者に対する法律上の損害賠償責任を負った場合、

被共済者のお申し出により、当組合が示談交渉をお引受けいたします。
　　 ただし、以下の場合は示談交渉に応じられません。
　　 ①事故の相手方が当組合と直接、折衝することに同意しない場合
　　 ②法律上の損害賠償責任の総額が共済加入証書記載の共済金額を超える場合
　　 ③被共済者が当組合への協力に同意しない場合
10.大規模災害における共済金削除について
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって共済金の支払事由に該当した被共済者の
数がこの共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼすときは、当組合は共済金を削減して支払う
かまたは共済金を支払わないことがあります。

1.商品の仕組み
この共済は、技能実習・特定技能等外国人を受け入れる当組合の組合員を共済契約者として、技能
実習生等（被共済者）がケガや病気となった場合や他人に対して賠償責任を負担することとなった
場合に備えることを目的としています。
2.共済金をお支払いする場合
（1）死亡共済金

被共済者が所定の傷害を被り､180日以内に死亡した場合に共済金をお支払いします。
（2）後遺障害共済金

被共済者が所定の傷害を被り､180日以内に所定の後遺障害が生じた場合に共済金をお支払い
します。

（3）治療費用共済金
被共済者が所定の傷害を被り、その直接の結果として医師の治療を必要とした場合に、被共
済者が事故の日から180日以内に負担した治療費用に対して共済金をお支払いします。

（4）疾病治療費用共済金
被共済者が所定の疾病等を直接の原因として医師の治療を開始した場合に､治療開始から180
日以内に被共済者の負担した治療費用に対して共済金をお支払いします。

（5）疾病死亡共済金
被共済者が所定の疾病等によって死亡した場合に共済金をお支払いします。

（6）賠償責任共済金
被共済者が偶然な事故により他人の財物を損壊したり、他人にケガをさせて法律上の損害賠
償責任を負担することにより損害を被った場合に共済金をお支払いします。

（7）救援者費用等共済金
被共済者が病気またはケガにより死亡または危篤状態となった場合に、被共済者の親族等が
負担した渡航費用等に対して共済金をお支払いします。

3.共済金をお支払いできない主な場合
※免責事由の一部を記載しておりますので詳細は普通共済約款をご確認ください。
（1）死亡共済金・後遺障害共済金・治療費用共済金

①共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失
②けんかや自殺、犯罪行為によるケガ
③戦争･暴動･その他の変乱などによるケガ
④無資格､酒酔または大麻･あへん等により正常な運転ができなくなるおそれのある状態での運
転中に生じた事故
⑤他覚症状のないむちうち症･腰痛
⑥放射線照射、放射能汚染
⑦脳疾患、心神喪失による事故
⑧妊娠、出産、早産または流産
⑨被共済者に対する刑の執行
⑩戦争､外国の武力行使､革命､政権奪取､内乱､武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動｡ただし､テロ行為は支払対象となります。
⑪航空機に搭乗している間に生じた事故
⑫責任開始前、終了後に発生した事故

（2）疾病治療費用共済金･疾病死亡共済金
①共済契約者､被共済者または共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失
②妊娠・出産・流産・早産及びこれらにもとづく病気
③歯科疾病
④他覚症状のないむちうち症･腰痛
⑤けんかや自殺､犯罪行為
⑥ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん中に発病した高山病
⑦責任開始前に発病した病気

⑧戦争･暴動･その他の変乱による病気
⑨放射線照射､放射能汚染による病気
⑩２.（1）から（3）の共済金が支払われる傷害に起因する病気

（3）賠償責任共済金
①共済契約者または被共済者の故意
②被共済者の親族に対する損害賠償責任
③被共済者の職務遂行に直接もとづく損害賠償責任
④被共済者の所有､使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
⑤被共済者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥航空機、船舶、車両、銃器の所有･使用･管理に起因する賠償責任
⑦受託品に関する損害賠償
⑧戦争･暴動･その他の変乱による賠償責任
⑨放射線照射、放射能汚染による賠償責任
⑩被共済者または被共済者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任
⑪被共済者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によ
って加重された賠償責任

（4）救援者費用等共済金
①共済契約者､被共済者または共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失
②けんかや犯罪行為による事故
③無資格､酒酔または大麻･あへん等により正常な運転ができなくなるおそれのある状態での
運転中に生じた事故

④被共済者に対する刑の執行
⑤戦争･暴動･その他の変乱による事故
⑥放射線照射、放射能汚染による事故
⑦被共済者の親族以外の者の渡航費用及び宿泊費用

4.特約について
この共済契約には以下の特約が自動付帯されています。
（1）雇用契約締結中における支払責任の変更に関する特約

雇用契約締結中(100％補償期間終了後)は､業務上及び通勤途中の事故を共済金の支払い対
象外とする特約です｡

（2）治療費用の支払責任の一部変更に関する特約
100％補償期間の終了後、受入れ企業による公的保険の付保漏れ等により、公的医療保
険または労災等からの治療費用の給付がされないことにより、100％の治療費用を被共
済者が負担した場合においても、共済金の支払額は治療費用の30％とする特約です。

5.共済期間について
この共済の共済期間は最長61か月で､月払い､年払いまたは一括払いの払込方法により必要な
共済期間をご選択いただけます。
6.引受条件（共済掛金・共済金額）
この共済の共済掛金及び共済金額は、契約コースごとに予め定められていますので、契約コ
ースの中から選択いただきます。契約コースの詳細は加入コース一覧等をご参照ください。
共済掛金は、当組合が発行する共済掛金請求書記載の払込期日までに共済契約締結時に定め
た方法により、当組合に払い込んでください。
7.契約者割戻しについて
この共済には、契約者割戻しはありません。
8.解約返戻金について
共済掛金の支払方法が月払いの場合には解約返戻金はありません。共済期間の払込方法が年払い、
一括払いの場合には、未経過期間（月数）に応じた金額を解約返戻金としてお支払いします。
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契約概要
この「契約概要」は「外国人の在留生活共済」のご契約に際して、その商品内容をご理解いただくために
特にご確認いただきたい事項を記載したものです。ご契約される前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通共済約款をご確認ください。
また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または当組合までお問い合わせください。

注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項を掲載したものです。
ご契約される前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申し込みいただきますようお願いいたします｡
詳細につきましては､普通共済約款をご確認ください。また､ご不明な点につきましては、取扱代理店または当組合までお問い合わせください。

本書面に関するお問い合わせ

〒103-0014  東京都中央区日本橋蛎殻町2-10-10  Parkビル2F
ART共済協同組合【事務局】

TEL.03-6661-0377　FAX.03-6661-6573
https://www.art-mac.or.jp/

※左記機関に対し紛争解決の申立を行った場合
の申立手数料および期日手数料は当組合にて
負担いたします。ただし、紛争解決時のご契約
者負担分の成立手数料、通信費、交通費、そ
の他発生する諸費用につきましては、ご契約者
の負担となります。

第二東京弁護士会仲裁センター
TEL.03-3581-2249

ART共済協同組合【お客様相談室】
TEL.03-6661-0377

https://niben.jp/service/soudan/chusai/adr.html

受付時間：平日の9：30～12：00/13：00～17：00
(土・日・祝日・年末年始は休業)

第一東京弁護士会仲裁センター
TEL.03-3595-8588

https://www.ichiben.or.jp/soudan/adr/adr/

受付時間：平日の10：00～12：00/13：00～16：00
(土・日・祝日・年末年始は休業)

東京弁護士会紛争解決センター
TEL.03-3581-0031

https://www.toben.or.jp/bengoshi/adr/

受付時間：平日の10：00～12：00/13：00～16：00
(土・日・祝日・年末年始は休業)

受付時間：平日の9：30～12：00/13：00～17：00
(土・日・祝日・年末年始は休業)

なお、当組合との間で問題が解決されない場合は、必要に応じて下記の中立の第三者機関のいずれかに紛争解決の申立を行うことができます。詳しくは、下記機関のホームページをご確認ください。

共済契約・
個人情報に関する苦情・
相談窓口について

ご契約･個人情報に関する苦情･相談につきましては、当組合内に設けている｢お客様相談室｣において
解決に向けて真摯に対応する所存でございますので、右記連絡先にご連絡ください。
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補償額は
安心の1億円

賠償事故
発生時に
示談交渉対応

優良格付
(S＆P、A-以上)の
保険会社へ
再保険手配

01 02 03

04 05 06

相互扶助の
共済制度で、
割安な
共済掛金を実現

新型コロナウイルス
感染症も担保

全国の｢自転車
保険加入促進に
関する条例｣に対応

概要 ：ART(エーアールティー)共済協同組合
：組合員のためにする共済事業
：中小企業等協同組合法
：門松 哲
：神奈川県横須賀市馬堀町1-17-12

>>>> 名 　 称
事業内容
根 拠 法
代表理事
所 在 地

ART共済の｢外国人の在留生活共済｣は、
様々な資格で在留する外国人がケガや病気になった場合でも、
安心して治療を受けられるよう、日常生活を包括して補償する共済制度です。
外国人が、日本国内で安心して生活するためにも是非ともご活用ください。

ART共済の｢外国人の在留生活共済｣は、
様々な資格で在留する外国人がケガや病気になった場合でも、
安心して治療を受けられるよう、日常生活を包括して補償する共済制度です。
外国人が、日本国内で安心して生活するためにも是非ともご活用ください。
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制度のポイント


